
総合資料編 

豊田市環境基本計画に係る、総合的

な資料となる情報を掲載しています。 



１ 環境行政年表（直近 5 年）              〔環境政策課〕 

年 市 国 ・ 県 

平成 
30 年度
(2018 年度)

6月 

10月 

SDGs未来都市に選定 

「世界首長誓約／日本」へ参加 

第1回環境審議会開催 

 

4月 

7月

12月

  

第5次環境基本計画策定 

第5次エネルギー基本計画策定 

気候変動適応法施行 

1月 

3月 

 

西三河5市環境フェスタ開催 

省エネ指針策定 

第2回環境審議会開催 

3月 愛知県気候変動適応センター設置 

令和 
元年度
(2019 年度)

8月 

11月 

第1回環境審議会開催 

ゼロカーボンシティ宣言 

   

2月 

 

3月 

 

とよたエコポイントから「とよ

たSDGsポイント」へ名称変更 

気候変動に関する調査等報告書

作成 

  

 
令和
２年度

(2020 年度)

4月 

7月 

9月 

10月 

 

12月 

第1回環境審議会開催（書面）

第2回環境審議会開催 

SAKURAプロジェクト（ver2.0）開始 

第5回食品ロス削減全国大会の

開催地が豊田市に決定 

とよたSDGsポイントのシステ

ム変更（モバイルアプリケーシ

ョンの導入） 

10月 

 

11月 

12月 

菅義偉内閣総理大臣が2050年カーボンニ 

ュートラル、脱炭素社会を目指す宣言 

COP26延期 

グリーン成長戦略策定 

1月 

 

「エジンバラ宣言」に署名 

 

2月 

2月 

あいち生物多様性戦略改定 

第5次愛知県環境基本計画策定 

令和
３年度

(2021 年度)

6月 

8月 

10月 

諮問 

第1回豊田市環境審議会開催 

第2回豊田市環境審議会開催 

第5回食品ロス削減全国大会IN

豊田開催 

  

2月 

 

3月 

 

 

 

第3回豊田市環境審議会開催 

答申 

環境基本計画、地球温暖化防止

行動計画、一般廃棄物処理基本

計画改定 

地域気候変動適応計画策定 

  

令和
４年度

(2022 年度)

5月 

11月 

第1回豊田市環境審議会開催 

ラムサール条約登録10周年記

念シンポジウム開催 

4月 改正地球温暖化対策推進法施行 

1月 

 

 

とよた・ゼロカーボンネットワ

ーク発足 
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２ 環境部の業務内容(令和 4 年度)            〔環境政策課〕 

所 属 名 業  務  内  容 

環境政策課 

(1) 環境に係る政策立案に関すること。 

(2) 環境に係る調査及び調整に関すること。 

(3) 環境基本計画に関すること。 

(4) 職員の環境率先行動の管理に関すること。 

(5) 自然保護に関すること。 

(6) 省エネルギー及び省資源の啓発並びに新エネルギーの普及

促進に関すること。 

(7) グリーン購入の普及促進に関すること。 

(8) 環境学習及び環境啓発に関すること。 

(9) 再生可能エネルギー等の相談及び啓発に関すること。 

環境保全課 

 

(1) 公害諸法に基づく工場等の届出、規制指導、監視調査 

及び公害苦情処理に関すること。 

(2) 環境の常時監視及びその他環境調査に関すること。 

(3) 大気測定局の管理に関すること。 

(4) 公害の未然防止に係る取組に関すること。 

(5) 環境影響評価に関すること。 

(6) 化学物質等の環境リスクに係る取組に関すること。 

(7) 環境保全に係る取組及び調査研究に関すること。 

(8) 環境の状況等の周知に関すること。 

廃棄物対策課 

 

(1) 廃棄物処理施設の許可及び指導に関すること。 

(2) 産業廃棄物処理業の許可及び指導に関すること。 

(3) 産業廃棄物の不法投棄の防止に関すること。 

(4) 産業廃棄物の適正処理指導に関すること。 

(5) 産業廃棄物の発生抑制、再使用及び再利用に係る調査

及び啓発に関すること。 

(6) 産業廃棄物処理に係る苦情処理に関すること。 

(7) 使用済自動車の再資源化等に係る許可及び指導に関す 

ること。 

(8) PCB 廃棄物の処理推進及び適正処理指導に関すること。 

循環型社会推進課 

(1) 清掃事業の総合調整に関すること。 

(2) 一般廃棄物の処理計画及び適正処理に関すること。 

(3) 一般廃棄物の処理施設の整備計画に関すること。 

(4) 一般廃棄物処理業の許可及び指導に関すること。 

(5) ごみの発生抑制及び資源の循環利用の促進に関するこ

と。 

(6) ごみの統計資料等の作成に関すること。 

(7) リサイクルステーション及びリユース工房の運営管理

に関すること。 
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所 属 名 業  務  内  容 

清掃業務課 

(1) 分別ごみの収集に関すること。 

(2) 指定ごみ袋に関すること。 

(3) 粗大ごみに関すること。 

(4) ごみの不法投棄に関すること。 

(5) し尿の収集に関すること。 

(6) 一般廃棄物処理手数料の徴収に関すること。 

(7) 空き地の環境保全及び空き缶等のごみ散乱防止に関すること。 

(8)  路上喫煙防止等に関すること。 

清掃施設課 (1) 一般廃棄物処理施設の運営管理に係る総合調整に関すること。 

(2) 一般廃棄物処理施設の維持管理に関すること。 

(3) 一般廃棄物処理手数料(清掃施設課所管施設に限る。)の 

徴収に関すること。 

(4) 清掃事業所の維持管理に関すること。 

(5) プラスチック製容器包装資源化施設の運営管理に関すること。 

渡 刈 ク リ ー

ンセンター 

(1) 施設の運営管理に関すること。 

(2) 一般廃棄物の焼却及び資源化並びに焼却残さの処分及び 

有効利用に関すること。 

(3) 焼却業務に係る調査、分析及び統計に関すること。 

 

藤 岡 プ ラ ン

ト 

(1) 施設の運営管理に関すること。 

(2) 一般廃棄物の焼却及び焼却残さの処分に関すること。 

(3) 焼却業務に係る調査、分析及び統計に関すること。 

緑のリサイク 

ルセンター 

(1) 施設の運営管理に関すること。 

(2) 一般廃棄物(刈草、せん定枝及び食品残さに限る。)の資 

源化及び有効利用に関すること。 

グリーン･ク

リーンふじの

丘 

(1) 施設の運営管理に関すること。 

(2) 一般廃棄物の埋立処理及び資源化に関すること。 

(3) 勘八不燃物処分場の維持管理に関すること。 

逢妻衛生プラ

ント、砂川衛

生プラント 

(1) 施設の運営管理に関すること。 

(2) し尿及び浄化槽汚泥の処理に関すること。 

(3) 汚水処理に係る調査、分析及び統計に関すること。 
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３ 開発に関する法規制等(令和 5 年 3 月 31 日現在)          

（１）土地に関する規制 

規制に関わる項目 所管 (市ではな

い場合) 

市の担当

課 

規制などの内容 

農地 
農用地区域  農政企画課 

農振除外（農用地等以外の目

的に利用） 

一般農地  
農業委員会

事務局 

農地転用許可、届出（農地以

外に転用） 

山林 保安林 豊田加茂農林水産事務所 森林課 指定の解除、行為許可等 

地域森林計画 

対象民有林 

 森林課 伐採の届出（立木の伐採） 

豊田加茂農林水産事務所 森林課 林地開発許可（1ha 超の開発） 

林道 林業目的以外で

通行する場合等 
 森林課 使用許可等 

道路 
工事の承認  土木管理課 

道路管理者以外の者が道路に

関する工事を行う場合 

道路の占用の許可  土木管理課 道路を占用する場合 

河川 
工事の承認  土木管理課 

河川管理者以外の者が河川の

工事を行う場合 

土地の占用の許可  土木管理課 河川区域内の土地を占用する場合 

土地の掘削等の許可  土木管理課 土地の形状を変更する場合 

開発区域内の市有地 
 土木管理課 

都市計画法第32条協議 

（従前の道水路を含む場合） 

国定 

公園 
特別地域 西三河県民事務所 開発調整課 

特別地域内行為許可 

（禁止行為あり） 

普通地域 西三河県民事務所 開発調整課 普通地域内行為届出 

要措置区域等 

(土壌汚染対策法) 
 環境保全課 土地の形質の変更の禁止、届出等 

指定区域（廃棄物処理法）  廃棄物対策課 土地の形質の変更の届出 

風致地区  都市計画課 風致地区内行為許可 

生産緑地地区  都市計画課 生産緑地地区内における行為の制限 

緑化地域  公園緑地つかう課 都心中心部での緑化率の義務化 

砂防指定地 豊田加茂建設事務所 土木管理課 砂防指定地内行為許可 

急傾斜地 豊田加茂建設事務所 土木管理課 急傾斜地崩壊危険区域内行為 

地すべり防止区域 豊田加茂建設事務所 土木管理課 地すべり防止区域内行為許可 

土砂災害の指定区域 豊田加茂建設事務所 土木管理課 特定の開発行為許可 

宅地造成工事規制区域  開発調整課 宅地造成規制に関する許可 

保護動植物の生息地  環境政策課 区画形状の変更、生息環境の変換 

埋蔵文化財包蔵地 
 文化財課 

埋蔵文化財包蔵地における工

事の届出等 

伝統的建造物群保存地区 
 文化財課 

伝統的建造物群保存地区にお

ける現状変更行為の許可 

排水 各土地改良区 農地整備課 排水承諾区域内の行為 

指定緑地  公園緑地つかう課 指定緑地内についての行為 
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（２）行為に関する規制 

規制項目 規制及び許可などの内容 所管(市ではない場合) 市の担当課 

開発行為等 

建築物等の建築等を目的と

する造成行為 
開発許可  開発調整課 

1haを超える開発 大規模行為届出 
西三河県民事務所 

（豊田加茂舎） 
開発調整課 

土地改変 
3,000m2以上の土地の改変 届出（法、県条例）  環境保全課 

指定区域の形質の変更 届出（廃棄物処理法）  廃棄物対策課 

建築物等 

建築物・工作物の構造 確認申請  建築相談課 

建設リサイクル法に 

基づく建設工事 
届出  建築相談課 

工場立地 

敷地面積9,000㎡以上又

は建築面積の合計が

3,000 ㎡以上の工場にお

ける環境施設面積率等 

届出（工場立地法）  産業労働課 

廃棄物 
一般廃棄物の処理 施設設置の許可・届出  廃棄物対策課 

産業廃棄物の処理 施設設置の許可・届出  廃棄物対策課 

土石採取 採石法に基づく土石の採取 計画認可 豊田加茂建設事務所 開発調整課 

砂利採取 砂利採取法に基づく砂利採取 計画認可 豊田加茂建設事務所 土木管理課 

雨水浸透 

阻害行為 

境川･猿渡川流域内での

500㎡以上の雨水浸透 

阻害行為 

行為許可  河川課 

 

 

（３）行政的指導 

指導に関する項目及び指導事項の内容 市の担当課 

水質保全等 

矢作川水系 

3000 ㎡以上の開発 
矢作川沿岸水質保全対策協議

会との協議 
環境政策課 

公共事業 
矢作川沿岸水質保全対策協議

会との協議 
河川課 

汚水に関すること 環境保全課 

矢作川・ 

境川水系 

開発行為等 雨水流出抑制機能の充実 河川課 

20ha 以上の開発 豊田市環境保全調整会議の設置 環境政策課 

温暖化防止 

駐車場、自動車ターミナル 

その他自動車等が出入りする

場所を管理する者 

使用者に対しアイドリング・

ストップ実行の周知 
環境政策課 
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４ 環境関連例規 

（１）条例（令和5年3月31日現在） 

【環境保全】 

○豊田市再生可能エネルギーの導入の推進に関する条例（H26.3.25 制定／未来都市

推進課） 

再生可能エネルギーの導入の推進に関し、基本原則を定め、市・事業者・市民の

共通の責務を明らかにするとともに、市が実施する再生可能エネルギーの導入の

推進に関する施策の基本方針を定めている。 

 

○豊田市環境基本条例（H8.9.30 全部改正／環境政策課） 

 「環境の保全及び創造」に向けた基本理念を定め、市・事業者・市民の責務を明

らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本的事項を定めてい

る。 

 

○豊田市の環境を守り育てる条例（H18.3.30 制定／H24.12.27 改正／R3.3.25 一部

改正／環境政策課） 

 市、事業者及び市民がそれぞれの生活及び活動において環境に配慮した行動を積

極的に行うことで、市の持続的発展を図るとともに、市民の健康的な生活の確保

を目的とし、必要な事項を定めている。 

 

○豊田市不良な生活環境を解消するための条例（H28.3.30 制定／環境保全課） 

 不良な生活環境を解消するための支援及び措置に関する事項を定めることによ

り、その状態の解消を図り、市民の安全で快適な生活環境の確保を目指す。 

 

【環境衛生】 

○豊田市一般廃棄物の減量及び適正処理に関する条例（H5.3.31 全部改正／R4.9.30

一部改正／循環型社会推進課） 

 資源の有効な利用の確保、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、一般

廃棄物の発生抑制及び再利用を促進することにより一般廃棄物を減量し、並びに

一般廃棄物を適正に処理するための基本的な事項を定めている。 

 

○豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例（H18.3.30 制定／

H28.12.26 一部改正／R4.3.30 一部改正／廃棄物対策課） 

 産業廃棄物の適正な処理等に関する市、事業者及び市民の責務を明らかに

するとともに、産業廃棄物の処理及び廃棄物処理施設の設置に関し必要な

規制等を行うことにより、産業廃棄物の適正な処理並びに廃棄物処理施設

の適正な設置及び維持管理を促進し、もって市民の良好な生活環境の保全

に資することを目的として必要な事項を定めている。 
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○豊田市一般廃棄物処理施設条例（S37.3.27 制定／R5.3.20 一部改正／清掃施設

課） 

 豊田市廃棄物処理施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めている。 

 

○豊田市産業廃棄物処理に係る行政処分の基準等に関する条例（H17.9.30 制定／

R1.6.27 一部改正／廃棄物対策課） 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定めるものを除くほか、行政処分の基準等

に関し必要な事項を定めることにより、法違反行為に対する市の適切かつ迅速な

監督権限の行使の確保を図り、もって生活環境保全上の支障の発生を防止し、産

業廃棄物の適正処理を確保することを目的とする。 

 

○豊田市が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格を定める条例

（H24.3.30 制定／廃棄物対策課） 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、豊田市が設置する一般廃棄

物処理施設に置く技術管理者の資格を定めている。 

 

○豊田市一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査結果の縦覧の手

続等に関する条例（H11.3.29 制定／H28.12.26 一部改正／循環型社会推進

課） 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、一般廃棄物処理施設

の設置及び変更に係る届出に際し、生活環境影響調査の結果の縦覧の手続

と、利害関係を有する者の意見書の提出方法に関し、必要な事項を定めて

いる。 

 

○豊田市浄化槽保守点検業者登録条例（H9.12.24 制定／下水道施設課） 

 浄化槽による、し尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上

に寄与するため、浄化槽の保守点検を業とする者についての登録に関し必要な事

項を定めている。 

 

○豊田市路上喫煙の防止等に関する条例（H30.3.26 制定／清掃業務課） 

 路上喫煙の防止等に関し、必要な事項を定めることにより、市民等の身体及び財

産に係る被害を防止し、もって安心かつ安全で快適な生活環境の確保に寄与する

ことを目的とする。 

 

【都市計画】 

○豊田市屋外広告物条例（H9.12.24 制定／建築相談課） 

 屋外広告物法に基づき、屋外広告物について必要な事項を定め、地域の特性を考

慮した美観風致を維持し、公衆に対する危害を防止することを目的としている。 

 

○豊田市景観条例（H20.3.28 制定／建築相談課） 

 景観を保全し、育成し、創造し、ゆとりと潤いのある美しいまちとすることを目

的とし、良好な景観の形成に関して必要な事項を定めている。 
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○豊田市緑化推進条例（H24.3.30 制定／公園緑地つかう課） 

 豊田市の緑化地域における建築物の緑化率等の最低限度の設定その他必要な措置

を講ずることにより、緑あふれる良好な都市環境の形成を図り、健康で文化的な

都市生活の確保に寄与することを目的とする。 

 

○豊田市市街地における緑の保全条例（H1.3.27 制定／公園緑地つかう課） 

 市街地における緑の保全を図り、市民の健全な生活環境の保全と良好な都市景観

を維持することを目的とする。 

 

○豊田市地区計画等の区域内における建築物制限条例（H5.3.31制定／建築相談課） 

 建築基準法に基づき地区計画及び集落地区計画の区域内における建築物の用途、

構造及び敷地に関する制限を定めている。 

 

○豊田市開発事業に係る手続等に関する条例（H29.3.22 制定／開発調整課） 

 周辺環境に影響を及ぼすおそれのある開発事業に関し、市、開発事業者等

及び市民の責務を明らかにするとともに、開発事業者が行うべき住民への

周知手続、講ずべき措置その他必要な事項を定めている。 

 

【下水道】 

○豊田市公共下水道条例（S61.9.20 制定／料金課・下水道施設課） 

 下水道法に基づき、公共下水道の設置及び管理に関し、必要な事項を定めてい

る。 

 

【市民施設】 

○豊田市自然観察の森条例（H2.3.28 制定／環境政策課） 

豊田市自然観察の森の設置及び管理に関し、必要な事項を定めている。 

 

○豊田市低炭素社会モデル地区施設条例（H24.3.30 制定／未来都市推進課） 

豊田市低炭素社会モデル地区施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定

めている。 

 

（２）告示（令和5年3月31日現在） 

●区域指定等 

○環境基本法に基づく騒音に係る環境基準の地域の類型の指定 

（H24.3.23 告示／H30.6.26 改正／環境保全課） 

 

○騒音規制法に基づく騒音の規制地域等の指定及び規制基準の設定 

（H10.3.13 告示／H17.3.29 改正／H27.4.22 改正／H30.6.26 改正／環境保全課） 
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○振動規制法に基づく振動の規制地域等の指定及び規制基準の設定 

（H10.3.13 告示／H17.3.29 改正／H27.4.22 改正／H30.6.26 改正／環境保全課） 

 

○悪臭防止法に基づく悪臭原因物質の排出規制地域の指定及び規制基準の設定 

（H17.3.29 告示／H20.5.29 改正／H25.3.25 改正／H30.6.26 改正／環境保全課） 

 

○屋外広告物の表示若しくは屋外広告物を掲出する物件の設置を禁止し、又は制限

する区間及び区域の指定（H10.3.31 告示／H29.3.21 改正／建築相談課） 

 

○良好な景観を形成するため広告物及び広告物を掲出する物件の整備を図る地域の

指定（H13.9.18 告示／H17.2.17 改正／建築相談課） 

 

○廃棄物が地下にある土地に係る指定区域の指定（H18.2.22 告示／H19.4.19 告示

／H21.2.6 告示／H22.6.10 告示／H27.9.3 告示／廃棄物対策課） 

 

○一般廃棄物処理実施計画の策定（R5.3.31 告示／循環型社会推進課） 

 

○豊田市駅周辺区域路上喫煙禁止区域の指定（R4.12.1 告示／清掃業務課） 
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５ 環境関連資料   

●発行物 

名 称 担当課 
発行 

年月 
内 容 

豊田市環境基本計画 

(中間見直しを実施) 
環境政策課 

H30.3 

(R4.3) 

本市の環境の保全及び創造

に関する目標や施策の基本

的方向を示すもの（計画期

間:平成 30～令和 7 年度） 

豊田市地球温暖化防止行動計画 

(中間見直しを実施) 
環境政策課 

H30.3 

(R4.3) 

本市の地球温暖化対策に関

する目標や施策の基本的方

向を示すもの（計画期間：

平成 30～令和 7 年度） 

令和4年版 環境調査報告書  環境保全課 R4.7 

令和 3 年度の市の調査、規制

の状況、調査測定、データ、

実績報告 

豊田市一般廃棄物処理基本計画 

（中間見直しを実施） 
循環型社会推進課 

H30.3 

(R4.3) 

本市の一般廃棄物処理に関す

る目標や具体的な施策等を示

すもの（計画期間：平成30～

令和 7年度） 

令和4年度 豊田市の清掃事業 循環型社会推進課 R4.10 令和 3年度の清掃事業の概要 

令和 3 年度 豊田市下水道事

業年報 
経営管理課 R4.8 

令和 3 年度の下水道事業の概

要 

資源・ごみの分け方、出し方 

（2023 年度（令和 5 年度）

版ごみカレンダー） 

循環型社会推進課 R5.3 
資源・ごみの正しい分け方、

出し方を示したもの 

 

●自然シリーズ                          〔環境政策課〕 

題 名 
発行 

年月 
題 名 

発行 

年月 

豊田の昆虫Ⅲ（猿投山の昆虫１） H 1. 3 豊田のクモ S62. 3 

豊田の昆虫Ⅳ（猿投山の昆虫２） H 2. 3 豊田市の活断層と地震 H11. 3 

豊田の昆虫Ⅴ（チョウとガ） H12. 3 豊田市自然環境基礎調査報告書 H17. 4 

豊田の植物ⅩⅠ（樹木の花） H10. 3 豊田の生きものたち～生物多様性を知る～ H21. 5 

豊田の魚Ⅱ（池沼編） H 8.12 豊田市自然観察の森ガイドブック 森の仲間に会いに行こう！  H25. 4 

※令和5年3月31日現在販売中のもの 
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６ 豊田市職員環境率先行動の推進 

●とよたエコアクションプラン 

○豊田市地球温暖化防止行動計画（事務事業編）     〔環境政策課〕 

とよたエコアクションプランは、市役所自らが事業者・消費者として行う

環境保全のための率先行動計画で、平成 11 年に策定されました（令和 4 年 3

月改定）。本市職員が、日常業務の中で環境に配慮した行動を率先して実行

することにより、環境への負荷を積極的に低減し、市民、事業者が行う環境

に配慮した自主的な取組を促すことを目的としています。 

この計画では、市の事務及び事業に伴い排出される温室効果ガスの排出量

に関する目標を定めています。計画の目的の達成に向けて、公共施設の LED照

明への転換や空調設備等の省エネ改修、太陽光パネルの設置による再エネ導

入、次世代自動車の導入等において環境配慮に取り組みます。 

 

 ○省エネ指針 

  「とよたエコアクションプラン」における市有施設の温室効果ガス排出量

の新たな削減目標を達成するため、さらなる全庁的なエネルギー削減等を推

進するための向かうべき方向性を示すものとして、平成 31 年 4 月から省エネ

指針を定めています。 

市有施設における温室効果ガス排出量削減のためには、職員の日常的な省

エネ活動に加えて、エネルギー使用設備の運用改善や設備改修等の取組も重

要となります。そのため本指針は、施設管理者が環境側面からの導入・更新

における判断基準の一つとして、参考となる基本方針でもあります。 

   

 ○ゼロゼロ大作戦 

  令和元年 11 月 29 日の「ゼロカーボンシティ宣言」を受け、市職員は「ゼ

ロカーボン」をけん引する立場として、全ての職員を対象に市の事務事業等

から排出される CO を抑制することを目的に、「豊田市役所 ゼロゼロ大作戦 

ーCO を削減せよ！ー」（ゼロの意味は、令（れい＝ゼロ）和（わ＝ゼロ）に

取り組む、無駄ゼロ、CO ゼロ）というプロジェクトを令和 2 年 1 月 6 日から

開始しました。 

  

 【3 つのミッション】 

   ミッション 1 電気のムダをなくせ 

   ミッション 2 ガソリンのムダをなくせ 

   ミッション 3 プラスチックのムダをなくせ 

 

●とよた・ゼロカーボンアクション 

令和 5 年 1 月に開始した、市民、事業者、市職員を対象に、以下の 3 つの

「無駄」を減らすスローガンを掲げ、環境に優しい暮らしの気づきとなる象

徴的な取組を展開する市民運動です。 
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【3 つの「無駄」を減らすスローガン】 

（1）節電のスローガン：無駄な電気を減らそう！  

（2）3R のスローガン：無駄なプラスチックを減らそう！ 

（3）食品ロス削減のスローガン：無駄な食品廃棄を減らそう！ 
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７ 豊田市から排出される「温室効果ガス排出量」  

 

（１）市域全体から排出される「温室効果ガス排出量」の推移 

〇二酸化炭素 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇温室効果ガス全体 

※各種統計データの遡及改訂等により前年度報告値より排出量が変更していることがあります。 

千 t-CO2 

年度 
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（２）豊田市事務事業から排出される「温室効果ガス排出量」の推移 
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８ グリーン調達率（令和 4 年度）  

 

 

 

連番 品目 グリーン 非グリーン 総計 目標率 グリーン率
1 コピー用紙 74302438 10200 74312638 100% 99.99%
2 フォーム用紙 302000 302000 100% 100.00%
3 インクジェットカラープリンタ－用塗工紙 3845 550 4395 100% 87.49%
4 塗工されていない印刷用紙 4630 8926 13556 100% 34.15%
5 塗工されている印刷用紙 6201 5800 12001 100% 51.67%
6 トイレットペーパー 223083 60 223143 100% 99.97%
7 ティッシュペーパー 5347 2314 7661 100% 69.80%
8 シャープペンシル 356 356 100% 100.00%
9 シャープペンシル替芯 282 282 100% 100.00%

10 ボールペン 3849 112 3961 100% 97.17%
11 マーキングペン 2660 2660 100% 100.00%
12 鉛筆 467 467 100% 100.00%
13 スタンプ台 19 4 23 100% 82.61%
14 朱肉 63 63 100% 100.00%
15 印章セット 6 6 100% 100.00%
17 公印 2 2 100% 0.00%
18 ゴム印 390 136 526 100% 74.14%
19 回転ゴム印 22 22 100% 100.00%
20 定規 6014 5 6019 100% 99.92%
21 トレー 15 3 18 100% 83.33%
22 消しゴム 733 20 753 100% 97.34%
23 ステープラー（ホッチキス）（汎用型） 164 164 100% 100.00%
24 ステープラー（汎用型以外） 19 2 21 100% 90.48%
25 ステープラー針リムーバー(ホッチキスの針抜き) 19 19 100% 100.00%
27 事務用修正具　（テープ） 889 18 907 100% 98.02%
28 事務用修正具　（液状） 51 10 61 100% 83.61%
29 クラフトテープ 565 192 757 100% 74.64%
30 粘着テープ　（布粘着） 1346 370 1716 100% 78.44%
31 両面粘着紙テープ 60 1 61 100% 98.36%
32 製本テープ 207 207 100% 100.00%
33 ブックスタンド 2 3 5 100% 40.00%
34 ペンスタンド 6 6 100% 100.00%
35 クリップケース 1 1 100% 100.00%
36 はさみ 67 67 100% 100.00%
37 マグネット　（玉） 14 14 100% 100.00%
38 マグネット　（バー） 40 40 100% 100.00%
39 テープカッター 148 23 171 100% 86.55%
40 パンチ　（手動） 7 1 8 100% 87.50%
42 紙めくりクリーム 2 2 100% 0.00%
44 OAクリーナー　（ウエットタイプ） 2 20 22 100% 9.09%
45 OAクリーナー　（液タイプ） 1 1 100% 100.00%
46 ダストブロワー 2 2 100% 100.00%
47 レターケース 3 3 100% 0.00%
48 メディアケース 2 2 100% 100.00%
49 マウスパッド 19 19 100% 100.00%
52 カッターナイフ 61 61 100% 100.00%
53 カッティングマット 7 1 8 100% 87.50%
54 デスクマット 4 3 7 100% 57.14%
59 のり　（液状）　（補充用を含む。） 634 1 635 100% 99.84%
61 のり　（固形） 2253 40 2293 100% 98.26%
62 のり　（テープ） 2488 2488 100% 100.00%
63 ファイル 17931 101 18032 100% 99.44%
64 バインダー 118 30 148 100% 79.73%
65 ファイリング用品 5918 5 5923 100% 99.92%
67 つづりひも 3405 1520 4925 100% 69.14%
68 カードケース 10 50000 50010 100% 0.02%
69 事務用封筒　（紙製） 578070 41250 619320 100% 93.34%
70 窓付き封筒　（紙製） 153200 23200 176400 100% 86.85%

〔環境政策課〕 

（単位：購入量） 
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連番 品目 グリーン 非グリーン 総計 目標率 グリーン率
72 起案用紙 60 60 100% 100.00%
73 ノート 824 40 864 100% 95.37%
74 パンチラベル 58 58 100% 100.00%
75 タックラベル 10032 22 10054 100% 99.78%
76 インデックス 12422 19 12441 100% 99.85%
77 付箋紙 4369 24 4393 100% 99.45%
78 付箋フィルム 415 415 100% 100.00%
80 ホワイトボード用イレーザー 197 67 264 100% 74.62%
81 額縁 24 24 100% 100.00%
82 ごみ箱 1 1 100% 100.00%
86 名札　（衣服取付型・首下げ型） 224 224 100% 100.00%
88 チョーク 21479 274 21753 100% 98.74%
89 グラウンド用白線 91 263 354 100% 25.71%
90 梱包用バンド 2 102 104 100% 1.92%
91 いす 415 415 100% 100.00%
92 机 94 94 100% 100.00%
93 棚 32 32 100% 100.00%
94 収納用什器　（棚以外） 13 2 15 100% 86.67%
95 ローパーティション 1 1 100% 0.00%
97 傘立て 26 26 100% 100.00%
98 掲示板 3 3 100% 100.00%

100 ホワイトボード 319 319 100% 100.00%
102 複合機　（リース、レンタルを含む。） 1 1 2 100% 50.00%
104 プリンタ　（リース、レンタルを含む。） 111 111 100% 100.00%
108 プロジェクタ 554 554 100% 100.00%
109 トナーカートリッジ　（リース、レンタルを含む。） 488 33 521 100% 93.67%
110 インクカートリッジ　（リース、レンタルを含む。） 612 14 626 100% 97.76%
111 電子計算機（PC等）（リース、レンタルを含む。） 1 1 100% 100.00%
112 磁気ディスク装置　（リース、レンタルを含む。） 2 2 4 100% 50.00%
113 ディスプレイ　（リース、レンタルを含む。） 1 1 100% 100.00%
114 記録用メディア 59 3 62 100% 95.16%
115 シュレッダー　（リース、レンタルを含む。） 3 3 100% 100.00%
117 掛時計 26 61 87 100% 29.89%
118 電子式卓上計算機 28 1 29 100% 96.55%
119 一次電池又は小形充電式電池 6263 43 6306 100% 99.32%
120 携帯電話 1 1 100% 0.00%
124 電気冷凍庫 1 1 2 100% 50.00%
125 電気冷凍冷蔵庫 9 9 100% 100.00%
126 テレビジョン受信機 2 2 100% 100.00%
128 電子レンジ 5 3 8 100% 62.50%
129 エアコンディショナー 1 1 100% 100.00%
133 ガス温水機器 1 1 100% 100.00%
136 ＬＥＤ照明器具 26 46 72 100% 36.11%
138 蛍光ランプ （直管型：大きさの区分40形蛍光ランプ） 258 35 293 100% 88.05%
140 乗用車 2 2 100% 0.00%
146 乗用車用タイヤ 53 53 100% 100.00%
148 消火器 21 1 22 100% 95.45%
150 作業服 589 589 100% 100.00%
152 靴 27 26 53 100% 50.94%
162 ベッドフレーム 5 5 100% 100.00%
163 マットレス 11 4 15 100% 73.33%
164 作業手袋 122 968 1090 100% 11.19%
168 旗 13 215 228 100% 5.70%
170 幕 2 7 9 100% 22.22%
171 モップ 29 31 60 100% 48.33%
178 日射調整フィルム 6 6 100% 0.00%
181 災害備蓄用飲料水 5456 482 5938 100% 91.88%
193 非常用携帯燃料 28 28 100% 0.00%
196 プラスチック製ごみ袋 14750 10030 24780 100% 59.52%

総計 75710780 157786 75868566 100% 99.79%

※199 の特定調達品目のうち、調達実績のなかった品目について掲載を省略している。 
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